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五島の分牌式家族慣行

九州大学内藤莞繭

問題の所在

われわれは、 ζの 10年あまり、五島列島のキリスト教系（カトリックおよびキリシタン）の家

侠について、その相続 ・分家慣行の調資を続けてきた。調査結果は、いろいろとf機会民綴告してき

たが、本 自の発表は、 ζ うした研究僚からすれば、そのまとめの 1つに相当する。もっと 正確には、

コン トロ ール・グループの 1つとみることができる。われわれの調査結果からすれば、五島キリス

ト教系家僚の分封スタイルは、隠居分家を含めての、いわゆる末子相続型iζ属するものであった。

ところでζ うした家族償行については、当のキリスト教系の住民、また手i,キリスト教系の住民も、

ともに ζれぞ母村から五島iζ持ち込んだ、としている。はおζの慣行は、外国の伝導師が教えた、

とする見解も行伝われている。と ζろで非キリスト教系の主力は、いうまでもとfく仏教系であるが、

かれらは、その相続タイプを長子相続だと主猿している。そ ζでもしそうだとすれば、キリスト教

系の外来者はいわゆる相続形態については末子相続、仏教系の地元民は長子相続という、ま ζとに

鮮かな対綴がえがかれること』ζ伝る。 五烏のキリスト教系の人たちは、現在、島民の約 15 タちを占

Kしそ0ぎ

めているけれども、かれらの先組はそのほとんどが近世の末期、西彼符半島の外海地方から渡海し

てきた。乙れは、史実の示すところである。したがって「母村から持ち込んだjζとに裏づけるに

は、外海地方の実態を明らかにしタくてはとよらf,J.い。また 「仏教系の地元民は長子相続」だと言う

かぎりは、ζζ でも実態が示されなくてはとよらない。外海地方の調査は、目下、これを進めている

が、本臼の発表は、後段の仏教系地方民の家鉄慣行を報告する ζ とにしたい。

1. 地域の概況

対象としたのは、徳江市下大津郷岸ノ上部落であるが、乙の部落は、藩政期Iとは福江樹大津村1ζ

腐していた。大渓村は、町村制とともに福江村大津郷となり、市市lの施行（昭和29年）によって、

福江市大津町と伝った。しかし郷制はまだ生きていて、大津町は上大津郷と下大津郷とlζ分かれ、

対象地の岸ノ 上は、下大津 ・水ノ窪の2部務とともに、 下大津郷を織成している。絹江の市街地K

l有接しており、－$！とは都市化の傾向もみられるけれども、 戸数90のうち、転入声は8戸にすぎ

はい。しかもQaまが過半を占めていて、まだ地方色がきわめて濃厚である。段家の平均経営規模は

1 6 3アールK当たり、市の平均lO 9アールを大きく上回わっている。 TfH長E皇家も 4割l（遥して

いる。ただ水回>fは、 全市と同じ l6 予診にとどまり、；畑作村という性絡は明瞭である。事実、3剣
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の農家は、まったく水田を欠いている。畑作の内容は、自絡が全面的に撤i昼したあと、 ；煙車1乍と養

蚕とが伸びてきた。なお 90の在住戸であるが、乙れはそのすべてが独立倣得手伝のでははい。実は

1 5戸の隠居世格を含んでいる。 i墜に住民票では同世務と伝っているが、隠居所を持つ9世得が数

えられる。隠居償行のさかんとf乙とが後測8れるわけである。

2. 記録にみる投影

家族分封の実態は、次節以下で述べる乙とにして、乙ζ では記録にも出てくる奇妙俗的行を指嫡

しておきたい（敬称略）。

(1）過去綬

日
般
歳

十
亀
一ニ

三

十

月
口
八

十
江土居照沼王仁院徳興

久木山
江口機市父

六月二十二日
久木山

江 口 チ ヨ
八十歳 江口多四郎母

ζれは対象地にも線家令持つ、徳江市吉田町（旧本山村）明度院（真言宗）の過去l阪からの摘記

興昌院仁法妙、栄大姉

である。法号からも祭せられるように、故人の江口亀蔵とチヨとは夫婦であって、他球l;t昭和 40 

年、チヨl;:t4 4年、それぞれ天景子を全うして他界した。ところが施主の項をみると、父は江口総市、

母は江口多四郎ととよっている。権市は長男、多間郎は 3男であって、 2努は太平洋戦争で散犠して

いる。したがって多四郎は、 実質 2男と いうこと IUJ:る。 !,J.お乙の 3人は、いずれも故人の実子で

あって、養子 ・継子の関係にはとよい。 ζれは、他の報告例もあるけれども、分牌式と呼ばれる恨行

である。すとfわち位牌守分けるという窓味であって、親の死後は、その祭紀の箆・任者ーが、父と母と

でちがってくる。多く父の葬儀 ・法要、容の管理は長男がζれに当たり、母のそれらは、 2努がこ

れを負担する。それだけではとμ、。他の報告例によると、生前、肉親はすでにその属争別1としてい

ると述べている。すとfわち子どもの始末がみとfつくと、親は隠居住活Iと入るけれども、その隠居す

る場所が、 父と母とで別になってくる。多くの父は長男家』ζ、母は 2~号家tζ引きとられる。分住式

といわれる慣行である。そ乙でζの生前における分住式の延長として、死後の分j陣式が実現するとf

らば、償行そのものは奇妙であっても、これは素直Iζ塑鮪Fする乙とができる。では対象地について

は、 どうであろうか。問題の lつであるといえる。

（泊除 絡簿

江口家は、旧村を興ーに しているので、その生前を追う ζ とができはかっ たが、と ζろが下大津郷

の除籍簿を繰ってみると、乙乙でも分使式を思わせるいくつかの記載が出てくるの 1~J ；を挙げると 、

別図の僑本家がそれである。当家では、 2男 ・2fr.を持ったが、長女は夫折している。 2女は出嫁
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した。

例 1

助十郎
（一昭 3) 

｜｜ 

サン
（明3一 ）

橋 本家

長男利三吉一 下路
（明23一 昭8 ) 

｜｜ 

チヨ

（明 27一 ）

2男 七 弥一 下略

｜｜ 

ヨシ

2女ナツ婚
（大 3ー）

そζ で母・サンの条をみると、「昭和三年十一月三日 失助十郎死亡ニ因リ婚姻解消 南松浦部

福江町下大津郷七百五十二番地橋本七弥籍ニ届出昭和十六年十一月九日受付 除籍」とある。母

のサンが夫の助十郎と死別したのは、サンが 52畿のときであり、 2男の七弥のところに入籍した

のは、 69歳のときであった。その閲の実態は、戸籍のうえでは判らはい。々お入籍した昭和 16 

年当時、七弥家Kf;t2男 ・1女がいた。しかしいかに独り身f(＇＂ったとはい っても、母が本籍を般

れて、あえて 2男2まに入籍しようとする。少々くとも戸籍商にとどめようとする。 長男も 2男も、

サンの子どもである。とすれば、やはり母と 2!J;jとの伝統的必結びつきを考えざるぞえとfい。

3.実態の 報 告 ー その 1-

そ乙でこうした記録を踏まえて、いよいよ実態の報告に移るζ とにしたい。はじめに 1例ぞ挙げ

て、分封のプロセスを追ってみたい。先代・当代、 2代にわたる実績である。

例2 A 家 （複子）

まず先代であるが、 ζζでは 3男 ・3女が生まれた。しかし長女は幼死して、あとの5人が育っ

た。さて長男は、大，f1 2年、 20織で結婚する。親は、 3年ほど長男夫婦と同居するけれども、

悶村のS 家の~'a' 買っ て、 親と 2 男以下の 4人とがζれに移っ た。 父 4 5歳、母 47歳のときであ

る。その後、2見は、昭和 6年、信江町民養子として出るが、出征してマラリアにかかり、台湾で

戦病死する。 2女は、 12年、奥浦村（現在、福江市） fζ、 3女は、 15年、 福江町K出嫁した。

そして周年、3射が 21 品誌で結婚する。すると両親は、住んでいた家を乙の 3男夫婦に譲り、隣1ζ
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こうして昭和 35年、父が他ここに移った。父 60歳、母 62歳のときである。隠居所を造って、

界し（ 7 9銭）、 5年fこって母が永眠した（ 8 5歳）。とよお父の死後、母は 3男（実質 2努 )Iとか

しかし筒親

もとも隠居所で果てたので、分住の事実はない。 l,J.お財産分けについては、分明を欠くけれども、

ともと小作農であったらしく、父が長男tζ議ったのは、たったの回2畝であったという。

かつて、位牌も 3男が紀っている。父のそれは本家にあるので、ま♂ Iζ分牌式である。

3男・ 4男とは幼死5男 ・1・!J:を持ったが、次iζ 当代、すなわち前項の長男家である。当家は、

1年ほどしており 、結局、子どもは 4人という ζ とにはる。会て長男が昭和 26年iζ結婚すると、

y 5男は前年、たって、親は 2男を連れて、別の家lと移った。長女は米婚のまま長崎に出ており、

2男が結婚する。そ乙で3年ほどして、次男夫婦』と子家の養子ととよっている。それから 4年 して、

どもが 1人出来たころ、両親は今いる家の僚に隠居所を造り 、そ乙 tζ移って現在iζ至っている。 ！,J.

5 6繊のときである。財産分けは、：長男11'.お隠居分家したのは、父 49歳、隠居所Iζ退いたのは、

ただ現在のところ、問 4自丸、畑 8反 5畝、次男Iζ悶1反、焔8反を分与した。隠居分の控除ははい。

隠居世帯の負担は、長男家のほうが多い。老人民は年金があり、また野菜をつくって売ったりして

ζの当代では、分いるが、米と味噌とは本家から持ってくるというe そして肉親とも健在むので、

住も分牌 もお ζっていない。

そζで本例からも推察されるように、対象地の家族分封のプロセスは、次のように確定する ζと
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ができる。すI.(.わち長男が結婚すると、親はl,tるべく早い僚会Iζ、残りの位指員とともK、.8日の家

1ζ移る。いわゆる隠席分家の/5式であっ て、乙のあたり、通日本的信長子家管が、~夫婦と長男夫

品11の終＇±的同属舎前提 としているのとは、似本的κちがっている。 とと もに ζれは、 長男以下を分

家させていく、末子相続の/5-x.むとも異〈よるものである。しかし当地の隠居分家は、乙れ1回le:とど

まっている。すはわち 2努が結局号すると、今いる家令次m夫婦に渡して、親は隠居所Iζ入る。乙の

過視のうちで、般の般向、 31J以Fの独立がjffiめられるが、なお未婚の子女が銭れIi、乙れぞ隠居

所へとf任問して、8らIζ分出が進められる。 ζ うして老夫婦は、経済的＇＂独立は不十分であるが、

別Hll・カカマドの生活を維持する。そして一方古河也界しでも、残った親は、とよおζの謀ら し,i>続け

ようとする。そして死後、父の俄牌は本家で、母の位：n年は 2児家で犯られる。隠居所は、両親が死

亡した段断で、乙れが解体きれるか、別の用途le:転用されるかする。それから親の隠居所入りであ

るが、 A ~震では先代·~代ともに、 老夫l!al そろっ て乙れを果た した。しかしそうとはかぎら々いo

r.・税が分封過程仁111ζ他界すれば、銭った貌だけの単独隠居が笑現する。もともと当地の慣行は、観

と下夫婦の不！司胞を綬幹としている。したがって片殺とはって も、 乙の原則が貨かれて、親はやが

て国・告別tζ し伝くてはとfらはb、a

ぷ：lζ員｛ti分けであるが、A家の先代は、ほとんど財産を銭さとfかったので、当家ではやや異例の

mmと伝った。しかし慣例代よると、先祖l代々の分は長!foJ11'.譲って、自分の稼きだした分で 2刻家

を位：1/.てる。稼ぎだした分がはいと、長列iζ7、次男fζ3ぐらいの省ljで分ける （A家の先代は、殺

からほとんど分けてもらわ々かったので、子11'.対する配分色、均分に近いものとはったという｝。

そζで笥妙なのは、 3 !;I号以下の処遇である。 A家の先代は、男子は 2人だけが残り 、当代は、 3男

が』監 －T 1ζ 出た。したがってl~O』泊はタいけれども、償行によると、 3!'t./以下lζは、 家を与える乙 とも

はく 、財~分けも＇＂い。乙れらは、養子氏出fより 、 手It臓をつけて他出させた りするのもっともは

はがしかの金品の附与はあるけれども、 上地の分弓はまった くはい。 村内lと住む 3円以下κも、こ

れが行伝われ伝い。例は挙げはかったが、われわれの剥まをした事例でも、乙れは慣行のとおりであ

った。表現は妥肖を欠くけれども 、どうやら「 3努以下カッ トJの気配が濃厚である。

闘1 家飯周期のl長凶（綾子）

日 ァ日 『

甲ァ甲←寸げ
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そζで以上の記述をあえて図示すれば、図1のようになるであろう。

4. 実態の報 告 ーその 2-

生存男 子 の数

実数

単 独り子 1 4 

f草取り 4 

子
養 子 5 

緩
2 子 1 6 

3 子 8 

4 子 6 
子

5～ 8子 3 

計 5 6 

% 

2 5.0 

7.1 

8.9 

28. 6 

1 4.3 

1 0.7 

4.8 

100. 0 

さて前節では、「 3男以下カット」のζ とを述べた。長

子単独相続の場合、通日本的にも、 長男と 2、3男以下と

の差等が観察されるが、対象地の「カット」は、 ζれとは

またちがってくる。けれども対象地点の全体としては、 ζ

の「カヅト」を繋しない家系が窓外と多い。われわれは、

転入戸を除いた全戸について、 ζれを親子関係を納とした

5 6のセット K組み替えてみた。そしてζれ令成人男子の

数という点から分類すると、別表のようになる。先代と当

代の双方が含まれるが、最も多いのは、 2子の28 予診であ

る。しかしこ ζでは分封・分産 ・分牌は行伝われでも［3

男以下カット Jf;t起ζ りえはい。それだけでない。独り子

・録取り・養子があわせて 41 安ち現われる。結局、「カット」を要するのは全体の 30 予診、すなわ

ち3分の1以下とはってく る。 言いかえると、以上の慣行を実行tζ移す家系は、そう多く必いζ と

にとfる。では独り子・録取り・養子、つまりわれわれが「単子Jと呼んた事例iとあっては、 ζれは

どのように展開するであろうか。予想きれる局面もあるけれども、「複子」の場合Kf.tらって、 1

例~挙げてみることにしたい。本例は、独り子の家例であるが、聾取り・養子も、 ζれ11:準じてみ

ることができる。

例 3 B 家 （独り子）

，－一ー一一ーー－， τ・・ーーーーーーーー・3

1祖父 ’ ， 父 j 

’（一間27 ）’一一一一一－＇（明 29一間37 ）’ 

II 

t 組母 3

I （ 一昭 3Q ) I 

L - - -－ー ーー一、
隠居

｜｜ 

母
1（明 27一昭 50 ) I 

昭 18隠居
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長 女 昭 11婚
（明 45一昭 27 ) 

2 女陥15婚
（大4ー）

長男 幼死
（不明）

2 男 昭18婚男子4人
一（）

（大6一昭 37 ）栂続 女子1人

3 女 昭17婚
（大 10 - ) 

4 女 昭 22婚
（大 15ー）

5 女 年次不明婚
（昭 4ー）

3 !1-l 死
（昭9一昭 9) 

6 女 2長 出
（陥 14ー）



例5 B 家 （独り子〉

当家は、3男 ・6女4量生むけれども、長男・ 3男は幼死して、男子は2男だけが残った。そ して

ζの2j号が、昭和 18年に結婚する。 2男 26歳のときであって、父は 57 r,誌に伝っていた。当時

長女・ 2fr.・3女はすでに出嫁していて、 6女は養女と して出ている。そ ζで親は 4女・ 5女の2

人を述れて、母屋の績Iζ隠居所を建て、 ζれに移った。そして ζの2人の娘は、 隠底所から出嫁さ

せた。ところが当家では、まだ組父母が存命中で、 ζれは母屋から 50米ほど離れたと乙ろに隠居

している。父も独り子だったので、両親（組父母）の面倒をみる ζ とtとはったのである。しかし視

父は 27年代、組母は 30年iζ他界する。そ ζで肉親は、 ζの組父母の隠居所iζ移って、乙れまで

の隠居所は解体した。と ζろが 2!f.l （跡とり）は 37年Ir事故死して、そのショックもあって、同

年、父親も他界する。 ζ うして母 1人という ζとにはった。 2男Iとは 4努・ 1女があり、この2男

の長男、つまり長孫は、当時、 1 8綴であった。しかしこれが 44年に結婚する。そこでζの長孫

の母、つまり未亡人と伝った嫁も、隠居しとよければl,tら必いことにとfった。長孫以外の 3人の弟は

長崎と名白昼とに出ているの残っているのは、娘 1人Tごけである。そこで未亡人の嫁は、 ζの娘を

巡れて、母の隠居所iζ合流することにとfった。そして 50年、俸の死亡によって、2世代にまたが

る隠討に終止符を打って、嫁だけの単独隠居ととfったのである。 l,tお父から次男への財産相続は、

むろん一指であって、また祖父母 ・肉親の位牌も、同家で犯られている。たfご嫁l;t、すでIζ隠居の

身分1,tので、 長孫がその管fillを行I,(.っている。

そこでζの8家では、 2世代の隠居が連続して、やや複雑にとfったけれども、しかし原則はきわ

めて簡単である。すとfわら財産相続l;t一括であョて、ひろん分牌は行伝われ位い。しかしζこでも、

隠居lはかとfらず実行される。嫁が来れば、たとえ強り息子でも、殺は ζれと同居する ζとができな

い。通日本的l,t「家J制度のもとでは、独り息子はかけがえのとfい跡とりとして、いわば「筆中の

E」であった。けれども当地では、乙のイメージがうすい。またζの独り子に嫁いできた女性 も、

「嫁」というよりも、子の「妥 Jの性絡を緩くしてくる。仕えるべき貌は、別世格を々しているか

らである。

ζ うした状況は、さきにも触れたように、霊草取り ・3皇子の場合でも、線本的tζは少しも変わりが

とfい。す伝わち娘iζ~が来れば、また養子iJ，結婚すれば、親は追われるように、隠居所へと別居す

る。本家と隠居所との経済的協力については、家による差があるけれども、これらでは親の隠居所

入りぞ境κして、l,tんらかの権利の委設がとtきれる。その後、是認はみずからも働きつつ、経済的に

は半独立の生活を続けるが、はお_81j僚 ・別カマドの体衛l]l;t、乙れを維持しようとする。そして視が

死亡すれば、葬式は本家から出すが、残った片親は、それでも隠居所をたたもうとはしl,J.L、。乙う
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して民主終的iとは、関貌とも隠居所で果てて、彼/'AH;t本家の仏績は納められる。したがって分牌は も

ちろん、分封 ・分産も超乙りえf,tい。 8きの図1Iζ位らって図示すれば、とれは別図のよう lζ信る

であろう。
図2 家族周期の展開（ 111子 ）

『「甲＇.l
E互亘－→百二回

独り子の場合、これに姉妹があ

れば、 左の過程κゎ・いて、その

出嫁が行はわれる。

前図と対照するとき、乙 ζでは隠居分家（目） と2~j 家の創立＜ IV ）と 令行いて、ただちに隠1§所

への貌の移動（ V ）が閥始される。そして両貌死亡にとるとfう隠居所の解体＜ IV ）以後は、位牌は

ともに本家（長男家）の仏纏！と安置される。要するに的関の目とWとがカットされて、VとVJとに

展闘する。とと もH".位仰の行方iとは、2つのチャンネルが消えて、本家tζl白lかう回路だけという乙

とKIJる。

そ乙で乙う見てくると、独り 子・~取り ・ 養子の場合、 すタわち単子の場合は、 波子の場合の1:1!

絡型または ”short form”の印象を受ける。形態的には、健かにそうであるが、しかしややく

わしくはがめると、そ う言いきる乙とはでき〈μ、。ある際民；、決定的々のは隠居所の所在地であろ

う。複子の場合、隠居分家を2男家κ仕立て、貌はさらに隠居所入りをするが、乙のときのの隠肘

所は、慨して今までいた隠居分家ー 2児家の近く I＜＇.設けられる。隠居。分家は、 み；家の尾般の外iζ出

るζ とが多いので、 ζの場合、本家と隠居所との距隊／;t、相対的にはとよれてくる。乙れに対して単

子の場合は、隠居所入りの後、観は 2度ととこを移る必裂がはいのそれにおてもらうのは、このttt

子夫婦のほかにはとfい。 ζ うして隠居所／;t、すべてがそうだというのではタいが、本家の屍敷内？と

建てられる ζ とが多L、。

5.分牌式について

以上で家自失分封のいらおうの分析を終わった。けれども表凶の「分胸式Jの尖態については、乙

れに触れるはと どまった。そ 乙でζのさい l{?IJ ；を挙げて、ややく わしく はがめてみたし、。 C家がそ

れである。
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例4 C 家

組 父（刈 一一一 父（心
（一明35 ) （万延 1一昭19 ) 

｜｜ 

組母（A)
（不明）

妹（A)
（不明）

例4 C 

｜｜ 

母 （B)
（安政6一間18 ) 

家 （分牌式〉

（分牌式）

長 男 (A) 幼死
（不明）

2 努（A)
（明25一昭 49 ) 

｜｜ 

委
（明 27一）

大正1婚

男 (B) 「長女（B)
（明31ー） 一一1 < 1 9歳死）

ii L次 女（防
望書 ( 1 8歳死）

当家では、 男子3人が生まれたが、 長男は幼死した。そこで2男が大正元年、2 0歳で結婚する。

父は 52級、母は 53歳tζ伝っていた。そして結婚とともtし親は屋敷内1と別の家を建てて、 3男

と一緒fC（.ζ iζ移った。なお当家l;t小作段であって、屋敷以外tζ所有地がはかった。そして大正8

年、 3男が21店長で結婚する。3男は郵便局員だったが、殺にも 3男』とも独立する力がない。そ ζ

で親との悶＠生活を 5年ほど続けて、3男は 10 0米ぐらい厳れたと乙ろに、自力で分家していっ

た。 当時、すでに 2子があった。 したがって当家では、親が残って、 3男が出ていったので、乙の

あたり、償行とはちがってくる。 ζ うして敷地内の別棟が、居抜きのままで親の隠居所ととよった。

両殺は草履をつくったり、本家の手助けをしたりして暮らしていたが、昭和 18年、母が 74歳で

他界する。 しかし父はそのまま隠居生活を続けて、翌19年、 8 5歳の高齢で永眠した。

そ乙で葬儀であるが、 f賀行にしたがって、母の遺体は次男家iと移して、そ ζから出棺した。父の

それは本家lζ移して、葬儀を執行した。本家lとは、先代からの墓地があるけれども、 2男家は、当

然のζとながら、 乙れを欠いている。それで本家の纂のある共同墓地（郷有）の一角に、母の遺

体令書Fった。本家の墓地が広いと、その績は 2男家の墓地をつくるという。しかしと（ I<'.~ん土葬が

慣行化されており、徳江市では、現在でも火葬が条例化されてい伝い。いきおい父と母の墓地は、

々にほどかの~e厳守霞く ζ とにとf ってくる。 「借老同穴」という ζ とばがあるけれども 、 当地の慣

行では、「傍老」は確かIと貧徹ぶれる。 しかし「同穴」ではなく、かえって 「異穴Jとはる ζ とが

多い。それから 49目、 1 0 0カ臼iと続いて、 1周忌 ・3回忌IC始まる祥月祥日の供養が執行され
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て、償行では 50回忌で終止符が打たれる。 ζ うしたqc忌・法要の類は、父なら長男、付少々ら 2'Jd 

の資任において行伝われる。石碑の鐙立には、いらおう子どもたちが協力するけれども、従事冬のぷ

任者は、やはり長男と 2男とに分かれてくる。そ乙でC＊の本家と分家の仏摘を々がめると、本家

の箱位牌ICは、組父母・栂父の妹、父・長男の位牌ーが納められている。家系凶tとωとしたのがそれ

である。祖父の妹，；： 、~：婚のままで死亡したといわれる。タお 2 兇す伝わら本家の当主fj昭和 4 9 

年iζ他界している。乙れIC対して分家の仏絡は、白木』と法母を記したものぞ納めているが、fサの位

牌仰を中央lζ して、 19綴と 18歳で務死した 2人の線の｛立料＇？；＇ fflcしている。組r1:の位牌がt，；ぜ本

家f1:杷られているか。乙のが、は不明であるけれども、父りの｛立｝；容は、明らかに、本家と分家と iζ分

かれている。若干のコメントが加わ勺たけれども、以上がC家の分j陣式の実態である。

結び

ζのあたりで、いらおう¢結びとすることにしたい。以上を要約し、かつ政制lこの特徴令指術す

ると、次のように I.(.るであろう。すとfわら当地の家紋分会tfj、基本的ICfj隠肘分2夜明氏属するもの

であるが、ただこの担の適用が末子fとまでは完徹しない。 2~ぢ 1と家を綴っ たあと、™は隠尉j肝tと 入

って、もう移動することはなL、。そして 3男以下は、他産員長・他地方へと求臓 ・転出していく。分

封の方式からすれば、不完全隠居分家である。それから財肢は、不均分々がらも 、長'JJと2'JJとに

分与される。しかし 3男以下は、無配分であるか、少々くとも農地の分与はと（怠 れt，；い。 l,tぉ独り

子 ・録取り。養子、すはわらわれわれのいう単子の場合iとは、隠居分家と 2ヲJ家の創立、乙の2つ

の過程が省略される。したがって分与の問題も起乙ら必い。しかし隠居は、か必らず実行会れる。

そζで当地の慣行を貫く原理は、というと、乙れはおそらく親夫島1）と子失婦、 ζの21立代夫耐の不

同居という点lと求められる。すとよわら直系家族の向避、該家族の開。進である。そしてこの凶避＝fl(; 

進／j、長男家・ 2男家iζ関するかぎり、綴と米婚の子女の移動という形で行とよわれる。あわせて娘

の婚出、 3男以下の政出がζれを助長する。 I，；＿おζの回避＝雌進の原閃は、もっぱら下どもの側の

結婚にあって、親の側Iとはない。す伝わら親の年紛の上昇、能力の低下/;f.どとは、ゐ：んの関係も/;f.

ぃ。いわんや法定隠居のようば、制度的・法第lj的とよものとは無関係である。またそうであるから、

親はたとえ片親ととfつでも、子どもの結婚ぞ契機として、；gわれるように隠居分家4をする。ぷらに

隠居所への移動と々ってくる。さきのB家では、主l！り息子の結婿Iζ とも〈よって、父は 47＇語、母は

4 9織で隠居所κ退いた。 当時は祖父母が別の隠居所で採ら していたが、乙れとはついにl,}J射し々

かった。老人同士であっても、 2世代夫婦の不問居という原則は守られる。次いで向家では、 ζの

独り息子と父とがほとんど岡崎fζ死亡して、 ζζtζ親子 2世代の後家が出現した。 68繊の兵士と、

4 2 店長の嫁である。と乙ろがその後、 長孫が結婚したので、 選if~宝反は 、 はと｜河じ 4 9歳の身’'IF.’で、
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隠居しとfくてはとfらとCくとよった。

8てわれわれは、この報告のはじめで、僑本家の例を紹介して、当家では、父の死後、戸籍面で

は母が2男君震に同屈しているように記しである乙と舎指備した。悶郷ではあるが、他部落であった

ため、笑地検証ぞ欠いた ζとを遺憾とするが、ただ当地の慣行からすれば、この戸籍面での「入籍j

は、おそらく母が晩年、 2努家の一員とはったことを指すものではとよい。父の死後も、母は隠居所

の怒らしを続けている。乙の ζとは、現住戸についても、 9戸は独立した隠居世樽でありとIがら、

住民愛録のうえでは、子の世帯貝ととfっている事実からも、推察するζ とができる。 t,t.るほど起居

Ir.も乙と欠くように伝った段階で、母が2男家11＇.引き取られる ζとはありうる。または看護の必要

から、 2男2震に移される ζとも考えられる。それに隠居分家経過後の隠居所は、 2男家11'.媛してい

る乙とが多い。またなによりも、母の遺体は 2努家11'.移8れて、 ζζから出穏という運びととfり、

さらに 2男家の墓地11'.葬られる。こうした事実または予定のコースが、「入籍JK踏みきったので

あって、隠居所の生活が解消8れた とは考えられとよい。

t.;.お本例と関連して、竹田旦氏の報告が注目されるであろう（『民俗償行としての隠居の研究』、

昭和39年、 44 5頁）。すなわち同氏は、 ζの覆の償行を（1）分住のみ、（2）分住・分牌復合、（均分

牌のみ、の3つIζ区別している。そして全国的lと検出した15例のうち、（1）が2例、ゆが5例、 （3)

が8例という結果を報告している。ただこの分類と、いま問題の隠居生活の有無との相闘は、同氏

の縄告には示されていt，；い。そ ζで対象地の慣行は、ζの分類からすれば、仰の分牌のみに属する

ζとiζt.;.る。たた当地についていえば、繰りかえし述べたように、人生の末期に隠居所における老

夫婦だけの生活、つまり純「借老」の時期が設定きれている。そして乙の時期は、老夫婦の一方が

欠けても、なおその延長として持続される。すとfわちこうした家族周期の精進的な特徴令持つζ と

によって、分佳から分紳への連続、いわゆる分住・分牌緩合は、たとえ望んでも、当地では実現す

べくもはい。々お（1）の分住のみと（診の分住・分牌，複合の場合lとは、両親が別々の家に分かれること

になっても、その時点で不完全々がら、雨雲震において直系家族が形成される。と ζろが当地の償行

は、 ζれさえも矩否しようとする。徹底した家族の核化、と評してよいであろう。

われわれは、 ζの報告の冒頭で、岸ノ上部1/gをコントロール・グループの1つとして起用するζ

とを述べておいた。それは「仏教系の地元民は長子相続」といわれているからであった。岸ノ上部

溶が、 五島列島の仏教系地元民を代表しているか。その保証は、十分伝裏づけや欠くけれども、少

とfくとも類似した慣行は、宇久・小値賀l,t.どの島々でも報告きれている。したがって平均的償行と

しての断定は避けるにしても、しかし岸ノ上の慣行を通日本的伝長子相続と見立てる必らば、笑態

は ζの表現と大きく ~etごってくる。 t.;. るほど両親の住む家は、長男が相続する。財産相続も長男の
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ほうが多い。しかし 3男以下の分家立てを行とよわ伝い、という制限がつけられる。しかし々により

も当地の長男は、結婚後、短期のタッチ ・ゾーンを除けば、殺と同局しとfい。また親は 2t号とも同

居しとfいで、隠居所でその生涯ぞ終わる。fJ.るほど死後、位牌とはってUターンするけれども、l返

ってくるのは父親のそれだけで、母親のそれは、 2男家fl'.安鐙8れる。通臼;j;；的fJ長子家督は、家

父長約！J.「家J箭lj度氏支えられているといわれる。と ζろが当地の悩行では、象徴たるべきと乙ろ

の父が本家を出て、ついに隠居所でその生涯そ閉じる。またいかに父権の優先する権門勢家、ある

いは上層農家にあっても、母の祭犯を 2男tと任せ、いうはればw界における 「夫婦別れ」を実行し

た例を閣かはい。五島キリスト教住民の家族慣行が、かれらの町村かむ持ち込んだものかどうか．、

ζれは、 母村の調査に持たとfくてはならないが、少佐くとも非キリスト教系、すと正わら仏教系地ft

民のそれは、定説化主れた長子相続でははい。そのζとだけは蓄えるであろう。
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